
特別養護老人ホーム湯の郷苑 
 

利用料金（介護老人福祉施設） 
1日あたり利用料                                                                   単位：円 

 要介護１ 要介護２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

１．ご契約者の要介護度とサービス 
利用料金 ５，４７０ ６，１４０ ６，８２０ ７，４９０ ８，１４０

２．日常生活継続支援加算 ３６０ 

３．看護体制加算(ⅠⅡ) １９０ 

４．夜勤職員配置加算(Ⅰ) ２２０ 

５．１日あたりの利用料 
（１＋２＋３＋４） ６，２４０ ６，９１０ ７，５９０ ８，２６０ ８，９１０

６．うち介護保険から給付される金

額（１割負担の方） ５，６１６ ６，２１９ ６，９３１ ７，４３４ ８，０１９

６．うち介護保険から給付される金

額（２割負担の方） ４，９９２ ５，５２８ ６，０７２ ６，６０８ ７，１２８

７．居室に係る自己負担額 ８４０ 

８．食事に係る自己負担額 １，３８０ 

９．自己負担額合計(１割負担の方) 
（５－６＋７＋８） ２，８４４ ２，９１１ ２，９７９ ３，０４６ ３，１１１

９．自己負担額合計(２割負担の方) 
（５－６＋７＋８） ３，４６８ ３，６０２ ３，７３８ ３，８７２ ４，００２

 
加算について 
【介護職員処遇改善加算(Ⅰ)】１カ月の総単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えたもの)×８．３％を 

加算します 
 【栄養マネジメント加算】個別の栄養ケア計画を作成・実施した場合に１日：１４単位 

 【経口維持加算(Ⅰ)】現に経口により食事を摂取するものであって摂食機能障害や誤嚥を有する 

入苑者に対して経口維持計画を作成している場合であって、医師の指示に 

基づき管理栄養士が栄養管理を行った場合に１カ月４００単位 

 【療養食加算】医師の発行する食事箋に基づき、適切な内容の療養食を提供した場合に１日１８単位 

             ※経口維持加算を算定している場合は算定不可 

 【初期加算】入所日から起算して３０日間は１日３０単位 

 【外泊時費用】病院等へ入院又は居宅に外泊した場合１日２４６単位（月６日を限度） 

 【若年性認知症入所者受入加算】若年性認知症利用者毎に個別の担当者を定めた場合に１日１２０単位 

  

※１単位＝１０円で計算 

※１割負担の方は介護保険により９割給付されます。 

２割負担の方は介護保険により８割給付されます。 

※なお、食事の注文締切時間以降に取消がなされた場合の食費はご負担をしていただきます。 

 
 
 
 



利用者負担限度額 
                                                                       (単位：円)  

利用者負担 
段階区分 

対 象 者 

１日あたりの居住費   
（滞在費） 

１日あたりの食費 
多床室（相部屋） 

第１段階 
・世帯の全員が住民税世帯非課税の 
老齢福年金受給者 

・生活保護受給者 
０ ３００ 

第２段階 

・世帯の全員が住民税世帯非課税で 
合計所得金額と課税年金収入額と

非課税年金収入額の合計が年間  
８０万円以下の方 

３７０ ３９０ 

第３段階 ・世帯の全員が住民税世帯非課税で 
  第１・第２段階に該当しない方 

３７０ ６５０ 

第４段階 ・上記以外の方 負担限度額なし 

 
 

 
介護保険外利用料 

 
 
電気製品利用料 

    
      電気使用１種類につき１日４０円 
      
      携帯電話充電器      １日３０円 
 
      電気シェーバー充電  １日１０円 
 
 
 
コピー使用料 

 コピー １枚  １５円 

必要時、職員へ申し出てください 

 カラーコピー １枚  ５５円 

 

 

 

おやつ代 

          １日６０円 

 

 

 

その他、必要と認められるものに関しては実費をご負担していただきます。 

 


